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�愛媛県告示第１８５０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 道路の供用開始（県道多喜浜泉川線）……………………………９８５

○ 道路の区域変更（県道弓削島循環線）……………………………９８６
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○ 道路の区域変更（県道八幡浜宇和線）……………………………９８７

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）……………………………９８７
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選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数の告示………９８８

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１３）第４５３３号 平成１４年
３月８日 �中村電気設備商会 中村 好子 伊予市中村甲１３５－１ 平成１５年

７月２８日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１２５６７号 平成１４年
３月４日 共栄産業� 森田昭一郎 伊予郡松前町大字北川

原字塩屋西１２８０－１
平成１５年
７月３１日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１３２９５号 平成１３年
２月７日 黒川組 黒川 智弘 西条市氷見丁４ 平成１５年

８月１日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１０）第１４０６９号 平成１０年
８月４日

�平和エンジニアリン
グ 金子 尚夫 西条市飯岡２５６５－２５ 平成１５年

８月１日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１３８３３号 平成１４年
９月２９日 �井上組 井上 博文 大洲市徳森７２０－２２ 平成１５年

８月１日
土木工事業
石工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１３０２６号 平成１２年
４月１０日 工夢 門田 要 松山市高野町甲１１５－

１
平成１５年
８月４日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第８７９４号 平成１２年
６月１８日 �青木建設 青木 直 南宇和郡一本松町増田

５０６１
平成１５年
８月４日

土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第４１９０号 平成１３年
９月２５日 大山工業 鴨� 巡 越智郡大西町大字九王

甲２１１６－３
平成１５年
８月１９日

管工事業
さく井工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１５０５７号 平成１４年
７月３日 宇都宮住建� 宇都宮光雄 松山市森松町５７０－１ 平成１５年

８月２０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１４７３９号 平成１３年
５月２９日 �楠工業所 稲垣 利弘 松山市祓川１－１－２９ 平成１５年８月２１日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１１６４４号 平成１４年
８月１日 �越智水道工業所 越智 政博 今治市高部甲８２１－２１ 平成１５年

８月２５日 消防施設工事業 建設業の廃止

（特－１２）第７１８３号 平成１２年
６月２７日 西日本建設� 長井悠芳子 今治市枝堀町１－２－

２２
平成１５年
８月２９日

土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

毎週（火・金）曜日発行 第１４９４号 平成１５年９月２４日

平成１５年９月２４日水曜日 第１４９４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１８５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市庄内町六丁目３７５番１４から

同町六丁目３７６番１１まで
平成１５年９月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線
越智郡弓削町下弓削１０３１番から

同町下弓削１０３０番１まで

旧 ０ ０．０００

新 １１．５～３４．６ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡弓削町下弓削１０３１番から

同町下弓削１０３０番１まで
平成１５年９月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市菅沢町乙４２８番１３から

同町甲７９０番１まで

旧 ７．８～１０．４ ０．０３０

新 ８．５～２７．０ ０．０３０

〃 〃 松山市菅沢町甲８０２番７
旧 ５．０～６．７ ０．０３１

新 ８．６～１１．７ ０．０３１

〃 〃
松山市菅沢町甲８１０番７から

同町乙３６０番１１まで

旧 ５．８～８．０ ０．０６６

新 １４．２～１９．０ ０．０６６

〃 〃 松山市菅沢町乙３６０番１１
旧 ６．３～９．７ ０．１１１

新 １０．３～１９．５ ０．１１１

愛 媛 県 報平成１５年９月２４日 第１４９４号

９８６
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その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市菅沢町乙４２８番１３から

同町甲７９０番１まで
平成１５年９月２４日

〃 〃
松山市菅沢町甲８１０番７から

同町乙３６０番１１まで
〃

〃 〃 松山市菅沢町乙３６０番１１ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万町大字菅生２番耕地３１０番３から

同町大字上野尻甲１２９番１地先まで

旧 ６．５～３２．８
１２．０～３０．７

０．０９７
０．０９２

新 １２．０～１８．３ ０．０９２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万町大字菅生２番耕地３１０番３から

同町大字上野尻甲１２５番１地先まで
平成１５年９月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市若山２番耕地３１番１地先から

同市若山１番耕地２４３番１地先まで

旧 ６．５～１０．３ ０．５３６

新 １０．５～１６．０ ０．５３３

愛 媛 県 報平成１５年９月２４日 第１４９４号

９８７
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１５年９月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１３，２５９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２６６

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，８７７

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町大字足成字松ノ谷９８１番２から

同字９６０番４まで

旧 ５．０～１０．０ ０．１６０

新 ５．０～１０．０
２４．０～５６．０

０．１６０
０．０５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町大字足成字松ノ谷９８１番２から

同字９６０番４まで
平成１５年９月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡日吉村大字父野川中８７番地先から

同大字８５番地先まで

旧 ４．０～５．８ ０．０６７

新 ５．８～１０．０ ０．０６７

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３７９，５７６ １２６，５２６

今 治 市 ９５，２２２ ３１，７４１

宇 和 島 市 ４９，８４３ １６，６１５

八 幡 浜 市 ２６，６３０ ８，８７７

新 居 浜 市 １０３，５７２ ３４，５２４

西 条 市 ４７，１６８ １５，７２３

大 洲 市 ３０，７６４ １０，２５５

川 之 江 市 ３０，６６６ １０，２２２

伊 予 三 島 市 ３０，４４９ １０，１５０

伊 予 市 ２４，７２７ ８，２４３

北 条 市 ２３，７５７ ７，９１９

東 予 市 ２７，０９８ ９，０３３

宇 摩 郡 １５，８２５ ５，２７５

周 桑 郡 １９，３８８ ６，４６３

越 智 郡 ５９，４０７ １９，８０３

愛 媛 県 報平成１５年９月２４日 第１４９４号

９８８



温 泉 郡 ３３，０４１ １１，０１４

上 浮 穴 郡 １３，４０８ ４，４７０

伊 予 郡 ５１，８９５ １７，２９９

喜 多 郡 ２５，４１４ ８，４７２

西 宇 和 郡 ２７，７３０ ９，２４４

東 宇 和 郡 ３１，５０３ １０，５０１

北 宇 和 郡 ４２，３４６ １４，１１６

南 宇 和 郡 ２３，８３０ ７，９４４

愛 媛 県 報平成１５年９月２４日 第１４９４号

９８９
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